
八戸聖ウルスラ学院高等学校 

令和８年度入学試験に係るインフルエンザ等への対応 
 

インフルエンザに感染した場合、新型コロナウイルスに感染した場合など、やむを得ず受験できな

い場合は、以下の対応をとります。 

  

①推薦入学試験（１月９日（金）実施）の場合 

   学校を通してご連絡ください。別日に、追試験を行います。 

  

 ②日本語支援特別試験（１月１０日（土）実施）の場合 

   学校を通してご連絡ください。別日に、追試験を行います。 

 

③一般入学試験（２月５日（木）実施）の場合 

学校を通してご連絡ください。３月２３日（月）の二次入学試験を受験することができます。検定

料はいただきません。 

  

④二次入学試験（３月２３日（月）実施）の場合 

学校を通してご連絡ください。書類審査とします。 

 

フローチャート 

◎推薦入学試験（１月９日）および日本語支援特別試験（１月１０日） 

新型コロナウイルス・インフルエンザに感染している者等 

                    ↓ 

                    受験できない 

                       ↓ 

                別日程で追試験（日程は応相談） 

  

◎一般入学試験（２月５日） 

新型コロナウイルス・インフルエンザに感染している者、冬季国体に出場する者等 

                    ↓ 

                    受験できない 

                       ↓ 

               ３月２３日の二次入学試験を受験 

    ＊冬季国体に出場する者については、二次入学試験３教科合計２１０点以上得点した場合、 

「学校法人八戸聖ウルスラ学院奨学生」としての資格を認めます。 

 

◎二次入学試験（３月２３日） 

新型コロナウイルス・インフルエンザに感染している者等 

                    ↓ 

                    受験できない 

                    ↓ 

                 書類による審査 

 


